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東日本大震災により被災した組合員及び被扶養者に対する一部負担金の 

免除措置の延長等について 

 

標記につきまして、総務省自治行政局公務員部福利課より別添のとおり通知があ

りましたのでお知らせいたします。 

本連絡は、東日本大震災により被災した組合員及び被扶養者（以下「組合員等）

に対する一部負担金の免除措置期間の延長等に関するものです。 

東日本大震災に係る組合員等の一部負担金の免除措置期間は平成２４年２月２９

日までとされていましたが、今般、当該期間を平成２５年２月２８日まで延長するこ

とになりました。 

取り急ぎお知らせしますので、貴会会員にご周知下さいますようお願い申し上げ

ます。 










